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スペインの義務教育

• 義務教育年齢：初等教育(6-12歳)・中等義務教育(12-16歳)
• 就学義務：基礎教育(初等教育及び中等義務教育)は、すべての者に対し義
務かつ無償である(LOE*第4条1項)。就学義務があるとされる。
• 1978年12月27日制定のスペイン憲法(CE)第27条1項前段では、「何人も、教
育に対する権利を有する」と権利について、また同条4項は「基礎教育は、義
務であり、かつ無償である」と義務について規定する。

• 1985年の教育に対する権利を規定する組織法 (LODE)第1条1項において、す
べてのスペイン人は、自己の発展と社会に対する活動の実現を可能にする基
礎教育への権利を享有すること及び一般基礎教育段階において義務及び無
償でなければならないとし、同条3項には外国人の教育に対する権利及び義
務についても明記している。

• 国籍に関係なく、外国人も対象である。在留資格の有無に関係なく、非正規
外国人も含む(住民登録がない場合は居住先がわかるものを提示) 。

*2006年の教育に関する組織法(LOE) 3



スペインの義務教育課程の基準

•学年暦：3学期制(各自治州の一部祭日が異なるため、統一しない)
【2019-2020年度】
1学期は、9月中旬から12月21日(クリスマス休暇、冬休み)
2学期は、1月8日から4月初旬、(イースター休暇)
3学期は、4月中旬から6月19日、(9月中旬の新年度開始まで夏休み)
•修得主義：初等教育課程では1度の留年のみが認められる。中等義務
教育課程で進級するには全科目の合格が必要であり、2科目までの落第
であれば進級も例外的に認められる。また、同一の学年を留年できるの
は、原則1度のみであり、課程内最大で2度の留年と制限されている。第4
学年を合格すると、修了資格を取得することができる。

•留年率：初等教育3.0%(2015-2016年度) ／中等教育10.1%(2015-2016年度) 

【出典】MEFP(2019),Datos y cifras Crso escolar 2019/2020, pp.20. 4



義務教育課程における授業日数・年間時数

国語 算数/数学 理科 外国語 年間 日本

初等教育 182.16(23％) 142.56(18%) 55.44(7%) 87.12(11%) 792 770
(小学校)

中等義務教育 179.18(17%) 137.02(13%) 115.94(11%) 115.94(11%) 1054 893
(中学校)

•公立学校の平均生徒数(2017年)
•初等教育：21人 *2005年と比較して7人増 (日本27人)
•中等義務教育：25人 *2005年と比較して4人増 (日本32人)

•授業日数：義務教育における最低授業日数175日とする(LOE附則第5号)
•年間時数：初等教育792時間、中等義務教育1054時間(2019年)

【出典】MEFP(2019),Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2019, pp.67-74.
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新型コロナウィルス感染症への対応

• 3月14日、警戒事態宣言の発令*、合計6回の延長(各15日間有効)
⇒移動制限、教育機関等閉鎖。6月21日0時には警戒事態宣言解除。
• 4月28日、保健省は『新常態への移行計画Plan para la Transición hacia una 

nueva normalidad**』5月4日以降、段階的規制緩和措置(4つのフェーズ0，
1，2，3)を発表し、段階的規制緩和終了後の6月中には、スペイン全域に
おいて「新常態」に達することが期待された。

感染者数253,908人
(2020年7月10日時点)

3月 4月 5月 6月 7月

件
数
／
日

年3月20日ピーク

警戒事態宣言発令

新規感染者数
6月15日40件
6月28日75件
7月5日108件
7月10日333件

https://www.mscbs.gob.es/profesionales
/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm

【図出典】スペイン保健省HP「新型コロナウィ
ルス特設ページ」：

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#ccaa

*官報：2020年政令463号[Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo]。同
政令9条は、全段階の教育の対面授
業の中止を規定。
**https://www.mscbs.gob.es/profesi
onales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov-China/planDesescalada.htm

緩和措置へ（0フェーズ）3月11日WHO「パンデミック」宣言
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新型コロナウィルス感染症への対応：宣言前①

• 2月21日、教育省ＨＰにおいて、新型コロナウィルス正しい知識、感染防止に
関する資料の掲載

• 3月9日、手洗いの方法に関する幼児向けの注意喚起の資料の掲載
• 3月11日、世界保健機関(WHO)が「パンデミック宣言」
• 教育省「新型コロナウィルスへの直面に伴う学校及び教育機関のためのガイドライン(3/11版)」発表
（5頁程度）。 ➡ 教育現場・関係者への情報提供を目的に作成された。主な内容は、①新型
コロナウィルスの症状、②感染防止、③新型コロナウィルス感染の疑いがあった場合の対応、④新
型コロナウィルス感染者が確定された場合の対応についてまとめられている。学校内・教育機関内
におけるマスクの着用は推奨されない、と強調されていた。

• 3月12日、閣議決定において2019-2020年度の義務教育年間最小授業
日数の適用(175日)が決定した(衛生上の封じ込めを目的とした措置)。
教育省は、すべての利用可能なデジタル教材を全自治州が利用できるようにした。また、一部の企
業が無償でデジタル教材等を提供した。その利用可能性については、教育省が評価し、その利用
可能性を確認した(生徒のデジタル資源等の格差を最小限に抑えるために)。

9日に国内感染者数
500人から1000人超え

7



新型コロナウィルス感染症への対応：宣言前②

• 【自治州の対応】一部地域では、既に休校、2週間程度の閉鎖を発表済。
• 3月9日、前日対比2倍増の感染者数に伴い感染者数最多地域は休校へ
• 3月11日、ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞ自治州、ﾗ･ﾘｵﾊ自治州2週間程度の全教育機関閉鎖
• 3月12日、飛び地のｾｳﾀ自治都市以外の残りの15自治州及び飛び地の
ﾒﾘｰﾘｬ自治都市の全教育段階の施設の閉鎖を発表(2週間程度)。閉鎖
期間の開始が、3月13日(金)からと3月16日(月)と分かれた。
• 3月14日警戒事態宣言発表日、教育省は、16日よりWeb、専用アプリ、
Clanテレビ(子ども向け) を介して、4歳から10歳までの子どもを対象とした教材
(Educlan)の配信を発表。スペイン放送協会(RTVE)と教育省監修の下で、教
育技術及び教員養成国立院(INTEF)を通じて行われる。
これらの教材は、学習を補うことが目的となっている。
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新型コロナウィルス感染症への対応：宣言後①

• 3月16日、「Educlan」始動
• 3月21日、「家で学ぼう」 教育省とRTVE共催で、対面授業の中止に伴い、
就学年齢(6-16歳)の生徒を対象としたテレビ配信(月-金)開始。
• 3月23日、教員、家族、生徒向けのWebｻｲﾄ「家で学ぶ」が教材配信。
• 3月25日、第1回教育省、大学省及び自治州代表者会議において、現行
法(LOMCE)が定める、初等教育第3学年と第6学年、中等義務教育第4
学年で行われる評価試験の中止に合意。

• 4月15日、第2回教育省、大学省及び自治州代表者会議において、 本
年度を6月まで継続させることに合意(7月に延長無)、評価を継続的に行う
ものとし、原則進級できるものとする（最も脆弱な状況に置かれている者を
考慮する)。他方、中等義務教育4年の修了資格の評価は通常通り行う。
ただし、最終決定は教職員全体が決定するものとする。

新

規
感
染

者
数
1
日
1
万
件

前
後
の

時
期

9



新型コロナウィルス感染症への対応：宣言後②

• 4月15日付会議での決定事項【2019-2020年度3学期】
• 3学期は、学習の復活、復習、強化のために進め、適切に指導が行われるこ
と。基本的な学習を重点的に行い、生徒に過剰な負荷をかけないこと。遠
隔の指導学習が継続するときは、教員に対し可能な限り、最善の条件で作
業できるよう必要な資源と支援を提供する。

• この期間、行政と教育機関は、学習とのつながりが欠けている生徒の特定に
特別な努力を払い、早急にこれらの生徒が学校教育との絆の回復と強化及
び教育活動に復帰できるよう、具体的な計画の準備を行う。

•本学年終了後、行政は、夏の期間での自主的参加の学習の補強とレクリ
エーションが組み合わさった活動を開催し、あるいは支援する（学校、教員、
そしてボランティアの協力を得られて開催する）。

•次の学年にむけて、教育省と自治州代表は、教育行政、教育機関、教員
が、カリキュラムと教育活動の回復と適応のための計画編成(全生徒、特に取
り残されている生徒を対象)をすることに同意。

警戒事態宣言の2回目の延長中

新

規
感
染

者
数
1
日
3
千
件

前
後
の

時
期
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デジタル教材のデータベース化の構築
• Educlan:3-5歳、6-8歳、9-10歳向けの動画、主要科目の「理科、社会、国
語、算数、言語、美術、体育、技術又は共生」の動画が200本以上。参加
企業の情報とプロジェクト情報をHP上に掲載(企業参加の呼びかけ)。
• 「家で学ぼう(Aprendemos en casa)」:対面授業の中止に伴い、教育省と
RTVE共催でテレビ放送開始。出版社と既存の教育ポータルの協力で無償
提供。6歳から16歳の生徒を対象とした、平日(月-金)午前9時から午後2時
まで、2学年ずつを対象とした内容を放映(月曜日/数学、火曜日/社会科、
水曜日/芸術と体育、木曜日/国語と言語、金曜日/理科)。
• Web上の専用サイト「家で学ぶ(Aprendo en casa)」：教員、家族、生徒本人
向けのWeb教材。対面授業の中止期間中に学習の補強、維持のために多
彩な教材を各対象者に提供する。このような事態の中で、学習環境を容易
にし、感染封じ込めのための延長が余儀なくされた場合に、家庭内での学習
の心配による緊張感が増すことがないよう、生徒たちが学習の習慣を維持さ
せることが大事であるとしてサイトが開設された。 11



各曜日、各科目、学年別【テレビ】
https://aprendoencasa.educacion.es/aprendemos-en-casa/

迅速な配信、対象者・ニーズに応える

https://www.rtve.es/educlan/ h6ps://aprendoencasa.educacion.es/

一部のアナリストは、スペイン
の迅速なデジタル教材の収
集と提供、また、公共放送
での教育コンテンツの配信が、
アクセス困難な状況での教
育の改善を目的とした教育
イニシアチブであるとして評
価している(教育省HP、5月

22日)。

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/

12
年齢別(3-10歳)の教育教材【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ】

生徒・教員・家庭(保護者)向けに加え、教育関
連会議参加/開催・自治州別サイト【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ】

教育技術及び教員養成国立院(INTEF)によるｻｲﾄ【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ】

https://aprendoencasa.educacion.es/aprendemos-en-casa/
https://www.rtve.es/educlan/
https://aprendoencasa.educacion.es/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/


2019-2020年度3学期の授業の進め方
• 4月22日、新型コロナウィルスの危機に直面した2019-2020年第3学期及び新
学年(2020-2021)の枠組みと指針に関する教育省令*において、初等教育及び
中等義務教育課程においては、必須項目に重点を置き、前2学期の復習や強
化による、学習の継続を図る。また、遠隔・オンライン授業を進めていく中で、柔
軟な評価方法、進級基準の緩和等を明記する。加えて、中等義務教育につい
ては、修了資格取得の基準緩和も明記する。

• 5月9日、フェーズ1地域の実施措置を詳述する保健省令**の発効。第18条に教
育機関の再開、19条に教育機関の衛生防止措置について規定する。

• 5月14日、第3回教育省、大学省及び自治州代表者会議では、新学年度(2020-
2021)における教育活動の緊急時対応計画を設計するﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設置に合
意し、パンデミックに適応した学校組織に力を入れる。パンデミックの進化を想定し、
夏休み前までにガイダンスを準備する。➡ｽﾗｲﾄﾞ15☆参照

*官報:2020年教育省令365号[Orden EFP/365/2020, de 22 de abril] por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre 
del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19]
**官報：2020年保健省令399号[Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad]
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夏休みと2020-2021新年度(9月)に向けて
• 6月4日、夏休み支援『幼少期に直面する異例な夏』ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ➡15ｽﾗｲﾄﾞ★参照

• 6月5日、警戒事態宣言の延長(6月21日0時まで)*

• 6月10日 保健省及び教育省は、共同で2020-2021年度の学校教育の指針
を作成。それによると、0歳-19歳までの感染率が1,37% とする。

• 6月11日、第4回教育省、大学省及び自治州代表者会議では、新学年度
(2020-2021)は、最小授業日数175日を満たしながら各学校の状況に適応し
て9月から通常通りに開始する。原則、対面授業を行う。
• 6月16日、2020-2021新学年には、デジタル支援サイト(Programa Educa)を始
動させる。個々の生徒の進捗状況を把握でき、公的資格取得も可能とする内
容を盛り込む。新学期からの使用を目指す。

*官報：2020年政令555号[ Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19]
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5月以降の段階的緩和措置に伴う教育活動

新しい常態(新常態)フェーズ1、2、3

フェー
ズ０

5月4日 5月10日 6月21日 9月15日 ・・

7月 8月 9月 10月

⓪オンライ
ン又は遠
隔教育の
促進期間。

①教育
機関は、
消毒、
換気、
教師と
補助職
員の管
理及び
準備作

業のため
に開かれ
る。

②テレワークができないこ
とを証明すれば6歳以下
の幼児を預けることができ
る。中等義務教育4年の
再開、出席は生徒の自
主性に任せる。通常の教
室の半分の人数(50％)
で15人を超えないよう、
登校を分散させる。特別

支援学校の再開、出席
は任意である。教育強化
プログラムの準備。

★夏休み支援・ 課外活
動の実施(対面)のためのガ
イドラインを参考に、脆弱
な状況に置かれている子ど
もの参加の確保、それらの
参加料の無償化。働く親
への支援につながること。教
育的かつレジャーのための
活動であること。健康的な

食事の提供。社会的精神
的な支援。安心・安全の
確保。協力・調整して行

う。

☆2020⁻2021新年度(対面授
業で進める予定)そのための基
本原則には、接触制限、幼
児教育から小４では、15人(最
大20人)のグループでいることが
可能、小5以降は生徒同士の
間隔を1.5 M以上あける。確
保できない場合はマスクの使
用が必須となるが、着席時は

外してよい。予防措置では、
管理(各自が体調管理)、疑
い・感染者が出た場合は指針
に従う。除菌と換気では最低1
日1回清掃し、トイレは最低3
回清掃する。頻繁に換気する。

教育機関・教員：生徒の2019-2020年度の評価、夏休みの支援プログラム準備、新年度カリキュラム及び構内の衛生面準備
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2020-2021新年度(9月)学校再開に向けて

• 6月11日、第4回教育省、大学省及び自治州代表者会議では、(2020-2021)
新学年度、 9月に通常通りに開始し、原則、対面授業を行うことが決定した。
20億ﾕｰﾛ分を各自治州に財源の移行(感染症に伴う新たな経費に使用)、奨学
金に前年度比22%増額、2億6千万ﾕｰﾛをデジタル強化のためのPrograma Digital 
Educaに投入、4千万ﾕｰﾛを支援が必要な生徒への学習支援PROA+ (20-21)に投
入することが決定(6月29日、7月8日に教育省副大臣再確認)。

• 6月23日、2020-2021年度学校の再開のための助言的ガイドライン「2020-2021
年度教育機関のための新型コロナウィルスに対する予防、衛生及び健康促進の
措置」の発表(保健省・教育省合同作成26頁程度・6月22日付) 。➡スライド17参
照

• 6月24日、EU各国の教育相とのビデオ会議において、対面による教育が取替え
のできないことを確認した。また、生徒及び教員に対するデジタル能力の強化、
最も脆弱な生徒の保護の必要性も強調している。 16



2020-2021年度教育機関のための新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽに
対する予防、衛生及び健康促進の措置(要点)
•教育機関は、子ども時代と社会全体の発展にとって基本的な役割を担う。
•教育についての権利及び子ども時代を保護される権利を最優先に考慮。
➡多くの国は感染拡大の抑止対策として教育機関を閉鎖した。今後、学校の
再開は、予防的及び保護的措置に応じながら実施する必要がある。

•中国、韓国、アイスランドのデータから、19歳以下の感染率が20歳以上に比べ
低いこと。台湾の事例から学校閉鎖が感染の抑止に寄与することが証明され
ない(閉鎖しなくても抑止できた)、アイルランドの研究から、陽性の子どもの他者
への二次感染が見られないが、今後も実証研究が必要。

•新年度は、感染防止措置等の確立に加えて、最適な発達を促進する教育及
び社会性の目標を満たし、新たな教育格差の軽減、学業失敗及び早期離学
の予防、公平性の保障を考慮した計画が必要である。リスクを最小限に抑えな
がら、教育システムの活動を展開するために子どもの特性、年齢に応じて適応
する。なお、生徒の受入れは、特に感情的及び社会的脆弱性の高い状況の
生徒のために対処する重要な側面をもつ。

17



•各教育段階に合わせた予防、衛生、健康増進の措置を通じて、健康的で安
全な学校環境を構築する。明確な行動指針と関係者の調整を通じて、早期
発見と適切な管理を行う。

基本原則：

• １．接触・密の回避
• ２．個人の衛生予防
• ３．清掃と換気
• ４．(疑い)感染者への対応
➡各学校は、新年度開始計画及び緊急
時対応計画を持たなければならない。
➡感染症責任者がいることが推奨される。
➡感染症チーム(複数の教職員)も望ましい。 18

2020-2021年度教育機関のための新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽに
対する予防、衛生及び健康促進の措置(要点)

接触・密の回避 個人の衛生予防

清掃と換気 感染者等への対応

学校の再調整
協力と参加
健康のための教育
公平性

横断的
な活動

詳細はｽﾗｲﾄﾞ
20参照



１．学校再開に向けた学校の再調整：

•人材確保：感染(疑い)した、あるいは接触し自宅隔離中の教職員は復帰できない。
また、感染症に対し脆弱な立場の教職員(妊婦や基礎疾患等)は、必要な場合、
労働ﾘｽｸ防止ｻｰﾋﾞｽの評価を受け、予防対策明示の上復帰できる。

•学校空間の調整：屋外施設、屋内の広い教室・体育館、公共施設等の活用。
•学校時間の調整：密集回避のための時間差の登下校、休憩、食堂の利用等。
•予防対策の資源の確保：教育行政は学校に必要な資源・備品等を提供する。
２．協力と参加：関連機関と連携。情報共有のための生徒と家族の参加促進。

３．健康のための連絡と教育：朝の会や授業を通じて、衛生対策の確認等。

４．公平性：社会的脆弱性(移民・難民、民族性、貧困・排除、暴力)の家庭、障が
い者、ﾃﾚﾜｰｸができない家族等への配慮についても各学校の計画書に明記。不登
校の追跡(体調不良又は他の理由)。感情的・社会的脆弱性の高い生徒の受入れ。
感染拡大予防対策と同時に、感染者に対する差別防止も図る。

19

2020-2021年度学校再開に向けて(横断的取り組み)

＊特別支援教育及び幼児教育(0-3歳)に対する特別な配慮も明記する。



基本原則の基 幼児教育(0-6) 初等教育 中等義務教育以上～ 教職員

１．接触回避

２．衛生予防

頻繁に手洗い

マスクの着用

ゴム手袋の使用清
掃職員限定

３．清掃と換気

４．感染者対応

20

全生徒の対面授業が保証される。感染拡大防止に伴う追加的措置が採られる場合、14歳までの対面授業を優
先する。学内では、1.5m以上のソーシャルディスタンス(以下、1.5mSS)を確保する。
15人以下(無理な場合20人以下)の固定グループを設けることが好
ましい。グループ間の活動は避ける。固定グループ内での遊び等は、
厳格な1.5mSSをとらなくてよい。初等教育において固定グループの
設置が不可能な場合、1.5mSSを確保する。

教室内では、生徒と生
徒(机の間隔)は1.5mSS
をとる。

屋外の施設を最優先して利用する。登下校は段階的に(時間差等)行う。対面の会合、会議は避ける。イベントの開催の場合、
衛生指針に従い最大収容人数を守る。移動教室・授業を避ける。通学・通勤手段に徒歩や自転車等を検討する。

手洗い。顔の各部位に触れない。咳をするときは口と鼻を覆う。使い捨てティッシュを利用する。

最低1.5mSSを確保する(登下校時含め)、確保できない場合はマスクを着用する。通学バス等では着用義務。

清掃及び消毒のガイドラインがあること。1日1回以上の清掃に加え、トイレ等重点的にすべき所は3回以上。共有
スペースや多くの人が触れるドアノブ、手すり等に注意する。換気については、1日の開始と終了前と授業と授業の
間に5分以上の換気をする。天気が許す限り窓を開放する。なお、転落・事故防止対策もとる。

ガイドライン：学校の感染者対応ガイドラインを設けること。衛生局との連絡網を構築する。公衆衛生上のガイドラインの設置。
症状の観察：毎日の健康ﾁｪｯｸ。感染症の症状が出た場合は学校を欠席し保健所に連絡、呼吸困難がある場合は112に連絡。
感染者(疑い)
への対応：

6歳未満のマスク着用義務
無し。通学バス(公共交通
機関)も着用義務無し。

固定グループ内はマスク無。固
定グループ外の場合は、1.5mSS
確保できないとき着用。

1.5mSSを確保できない場合
マスク着用。着席時、1.5m
SS確保の上ﾏｽｸ外してよい。

1.5mSS確保でき
ない場合、中等
教育以上は義務。

学内で発症した場合、別室に移し、医療用マスクを着用する(症状のある生徒とお世話係)、
家族に連絡する。保健所等へ連絡し、指示に従う。症状がひどい場合112に連絡。

教職員同様、労働ﾘｽ
ｸ防止ｻｰﾋﾞｽに連絡。



脆弱な状態におかれる生徒への対応
• スペインでは月収900ユーロ未満の家庭のうち、50万人の子どもはコンピューターが
家にないとされる。また、10万人はインターネット環境が整っていない。
⇒この状況に対し、企業の支援を通じて、インターネット環境、スマートフォンやタブ
レットが4,400の困窮家庭に支給された。その他、高校教育や職業訓練教育の生
徒にはスマートフォンやインターネット通信容量の提供。[教育省HP]

• 学校の食堂の閉鎖に伴い、子どもとその家庭への食糧支援
⇒学校への申請により提供される[保健省HP新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ特設ﾍﾟｰｼﾞ]

• ﾃﾚﾜｰｸ不可の親の経済と安心の両立のための学校の再開(6歳未満の生徒)
⇒テレワーク不可の職場であることを証明するものがあれば利用可能
⇒また、中等義務教育4年生の修了資格取得困難な生徒に対する学習支援

• 夏休みに脆弱な状況に置かれている子どもへの学習支援及びケア(家庭の中の緊
張した状況からの解放、虐待の早期発見等)
⇒企業の協力により、無償提供増加「幼少期に直面する異例な夏ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」
• 特別なニーズが必要な生徒への支援
⇒2020-2021新年度の奨学金支援22%増のうち、特別支援教育の支援額増。21



6月の自主的学校再開の葛藤
• 6月に入り、フェーズ2に入った自治州や地域では、必要な衛生措置を採った
上で学校再開できるとされた。ソーシャルディスタンス、小5年生以上のマスク着
用、廊下や階段の歩く方向を決める等の対策が採られた。
⇒中等義務教育の4年生に対し、修了資格取得に向けた指導(自主参加)。

• また、6歳未満の幼児を預けるために学校が再開する。
⇒テレワーク不可の職場であることを証明するものがあれば利用可能。

•➡学校長連合や教職員等労働組合は、現段階での学校再開には十分な
衛生が保障されていないこと(重点的な清掃のための清掃員の雇用、感染予
防の備品の費用負担)に加えて、学校側に責任を負わせている(各学校が予
防対策計画の作成や感染症対策担当の配置等)と指摘し、6月からの学校
再開(残りの最終学期)に反対し、一部、学校再開拒否した。

バルセロナ市内の一部地域の学校が再開した6月8日から3日後の 6月
11日に、教員と清掃職員の感染が確認されて、学校を再び閉鎖。

預けることが怖い一方、仕事で親が不在の6歳以上の子どもは、一人で
家にいて大丈夫なのか、問題はないのかとの疑問も浮上した。

22



まとめ(課題)
• スペインの学校教育における新型コロナウィルスへの対応は、国内の感染者
数が急増したことによって本格的に始動した。中央政府が基本的な感染症
対策を踏まえた教育指針を出す。他方、各自治州の権限によって、学校の
閉鎖や再開について決定してきた(自治州全体、特定の感染拡大の地域
等)。
•警戒事態宣言の発令直後の月曜日には、幼児から小学生向けの教材が
Webを介して提供された。感染の広がりに伴い、長期の家庭学習が必要と
なることが想定されると、コンピュータやインターネット環境の整っていない家庭
を意識し、インターネットとテレビ放送を用いることによって選択肢の幅とそれら
の補完的な教育を受けることができる対象者が広がり、評価できる。他方、
言葉の壁や障がいをもつことからアクセスできない・しづらい、知らない、知らさ
れていないこともあるため、今後も工夫が必要であるといえる。
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まとめ(課題)
•新年度から、さらに利用しやすいデジタル教材が構築されていくことを踏まえ
ると、コンテンツ募集の進め方により、多くの企業の協力や既存の教育サイト
による数多くの教材が既に無料で利用できている。他方、それらの利用状
況、学習の習慣を維持させる効果の評価や分析は、今後行われる必要が
ある。

•厳しい感染状況の中、長期の非対面式での指導に関する指針、3学期の
指導方法と評価基準、夏の学習支援等、9月からの新学期の指針も段階
的に提示され、活用された。他方、指針の作成に際し、教育関係者と保護
者に安心・安全の説明が不十分だったことから、理解を得られず、学校再
開ができなかった地域もあることは留意すべきことである。

• 9月の学校再開に向けて、対面式が前提として学校・教員が準備される一
方で、感染拡大に備えて、デジタル化も同時に強化しようとしていく点は、日
本でも学ぶべきことが多く今後も注目していきたい。
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主要参考サイト
• 教育及び職業訓練省HP「最新情報」：

h$ps://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
在ｽﾍﾟｲﾝ日本大使館：h$ps://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
• スペイン官報(BOE)：h$p://www.boe.es/
• 保健省HP「コロナ関連」：

h$ps://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/situacionActual.htm
• El Mundo(全国紙)：

h$ps://www.elmundo.es/espana/2020/05/04/5eb03912fdddff10988b45fc.html
• h$ps://www.elmundo.es/espana/2020/06/10/5ee0b1f8fdddffd88d8b45bf.html
• Equipo Estatal de Educación de Plena inclusión(2020), El derecho a la Educación 

durante el COVID-19.
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